
独立行政法人国際協力機構（法人番号9010005014408）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

副理事長

　当法人の役員報酬は、外務省からの運営費交付金に加え、国会の議決を経て承認された政
府関係機関予算から支出していることから、役員報酬の支給水準については、他政府関係機関
の考え方も参考にしつつ、国家公務員指定職の報酬に準じている。

　役員（監事を除く。）の本俸月額及び特別手当（賞与）の額は、主務大臣が行う業績評価の結
果等を勘案のうえ、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更
することができることとし、役員の業績及び法人の業務の実績を役員報酬に反映させる枠組みを
導入している。なお、令和3年度において加算又は減算を行った役員はいない。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域
手当、通勤手当及び特別手当）としている。法人の長については、本俸は1,107,000円、地域手
当は本俸に100分の20を乗じて得た額（221,400円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定
まる額（注1）に、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一般職給与
法」という。）第19条の4及び第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注2）及び基準
日以前6箇月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和3年度では、人事院勧告を参考にしつつ政府方針に従い、年間の特別手当の支給
月数を据置きとし、令和3年度の引き下げに相当する0.1箇月については、令和4年度6月賞与よ
り減額することで調整を行う。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及
び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の167.5（1.675箇月）、12月は100分の167.5（1.675箇月）。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域
手当、通勤手当及び特別手当）としている。副理事長については、本俸は952,000円、地域手当
は本俸に100分の20を乗じて得た額（190,400円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定ま
る額（注1）に、一般職給与法第19条の4及び第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合
（注2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和3年度では、人事院勧告を参考にしつつ政府方針に従い、年間の特別手当の支給
月数を据置きとし、令和3年度の引き下げに相当する0.1箇月については、令和4年度6月賞与よ
り減額することで調整を行う。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及
び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の167.5（1.675箇月）、12月は100分の167.5（1.675箇月）。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和3年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和3年度における改定内容
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域
手当、通勤手当及び特別手当）としている。監事については、本俸は744,000円、地域手当は本
俸に100分の20を乗じて得た額（148,800円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額
（注1）に、一般職給与法第19条の4及び第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注
2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和3年度では、人事院勧告を参考にしつつ政府方針に従い、年間の特別手当の支給
月数を据置きとし、令和3年度の引き下げに相当する0.1箇月については、令和4年度6月賞与よ
り減額することで調整を行う。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及
び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の167.5（1.675箇月）、12月は100分の167.5（1.675箇月）。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、非常勤役員手当（日額
37,500円）及び通勤手当としている。
　令和3年度においては該当者なし。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、本俸及び諸手当（地域
手当、通勤手当及び特別手当）としている。理事については、本俸は823,000円、地域手当は本
俸に100分の20を乗じて得た額（164,600円）とした。また、特別手当は本俸等に応じて定まる額
（注1）に、一般職給与法第19条の4及び第19条の7に定める支給割合を合算して得た割合（注
2）及び基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。
　なお、令和3年度では、人事院勧告を参考にしつつ政府方針に従い、年間の特別手当の支給
月数を据置きとし、令和3年度の引き下げに相当する0.1箇月については、令和4年度6月賞与よ
り減額することで調整を行う。

注1：本俸及び地域手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及
び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額。
注2：実績は、6月は100分の167.5（1.675箇月）、12月は100分の167.5（1.675箇月）。

　役員報酬基準は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程に則り、非常勤役員手当（日額
37,500円）及び通勤手当としている。
　なお、令和3年度においては該当者なし。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和3年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

22,208 15,941 6,267
（　　　　）

3月31日

千円 千円 千円 千円

19,099 13,709 5,390
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

6,688 5,926 699 63
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

16,719 11,851 4,659 209
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

8,313 5,926 2,330 57
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

16,638 11,851 4,659 128
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,734 11,851 4,659 224
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,760 11,851 4,659 250
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

11,528 8,888 2,330 310
（通勤手当）

7月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

5,314 2,963 2,330 21
（通勤手当）

6月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,632 11,851 4,659 122
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

16,651 11,851 4,659 141
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

15,144 10,714 4,212 218
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,101 10,714 4,212 175
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,049 10,714 4,212 123
（通勤手当）

※

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

I理事

J理事

法人の長

E理事

F理事

G理事

H理事

副理事
長

C監事

A監事

D理事

C理事

B理事

A理事

その他（内容）

B監事

前職
就任・退任の状況

役名
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　副理事長

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】

　当法人の使命は、「開発協力大綱の下、人間の安全保障と質の高い成長を実現すること」であ
り、「信頼で世界をつなぐ」というビジョンの下、人々が明るい未来を信じ多様な可能性を追求で
きる、自由で平和かつ豊かな世界を希求し、パートナーと手を携えて信頼で世界をつなぐ取り組
みを実施することにある。そのため、技術協力・資金協力等を通じて、開発途上国の経済・社会
の開発や復興等を支援している。
　同使命を遂行するにあたり、理事長には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と
適切な理解を有し、かつ、当法人を代表し、重要な経営方針の意思決定を行うとともに、その所
掌業務全般及び組織運営の統括を担当する知見が求められる。理事長の報酬は、国家公務員
の指定職（7号俸：令和3年度俸給月額1,107,000円）に準じているが、類似の業務を実施してい
る国際機関の長の報酬と比較すると、その水準は低くとどめている。

　副理事長には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を有し、かつ、
当法人を代表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、所掌業務
全般及び組織運営の統括を担当する知見が求められる。副理事長の報酬水準は、国家公務員
の指定職（5号俸：令和3年度俸給月額965,000円）を参考にしているが、類似の業務を実施して
いる国際機関の上級役員の報酬と比較すると、その水準は低くとどめている。

　役員の年間報酬は、基本的に国家公務員の水準に準じている。類似業務を実施する国際機
関や、金融系の政府関係機関の水準を下回っているものの、類似の組織規模の独立行政法人
等との比較においてはおおむね妥当な水準といえる。

　理事には、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を有し、かつ、理事
長と副理事長を補佐し、組織運営一般、開発援助実務等を掌理する知見が求められる。理事の
報酬水準は、国家公務員の指定職（4号俸：令和3年度俸給月額895,000円）を参考にしている
が、類似の業務を実施している国際機関の役員の報酬と比較すると、その水準は低くとどめて
いる。

　監事は、当法人の業務を監査し、健全な業務運営を確保するとともに良質な統治体制の確立
に寄与する責務を有する。また、監査結果を主務大臣及び理事長に報告し、必要と認めるとき
は、理事長又は主務大臣に意見を提出するなどの措置を講じることが求められる。監事の報酬
水準は、国家公務員の指定職（2号俸:令和3年度俸給月額761,000円）を参考にしているが、当
法人と類似の業務を実施している政府関係機関の常勤監事の年間報酬額と比較すると、その
水準は低くとどめている。

4 ページ



４　役員の退職手当の支給状況（令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

6,215 4 0
令和2年
5月22日

1.3 ◇

千円 年 月

4,959 4 0
令和2年
9月30日

1.2 ※

千円 年 月

2,686 2 2
令和2年
9月30日

1.2 ※

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注：副理事長の支給額は、既に当該役員に対して一部支給されている分（3,346千円（令和2年度））を
 含む支給された退職手当の総額である。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　本俸月額及び特別手当について、当該役員の職務実績等に応じて、増額又は減額すること
ができることとしており、今後も見直しの予定はない。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」

（平成27年5 月25 日総務大臣決定）に基づき、年度評価における理事の職務に係る担当業務の評定等を用い

て、業績勘案率を1.3と決定した。

法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」

（平成27年5 月25 日総務大臣決定）に基づき、年度評価における理事の職務に係る担当業務の評定等を用い

て、業績勘案率を1.2と決定した。

法人の長

理事B

理事B

理事A

理事A

法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」

（平成27年5 月25 日総務大臣決定）に基づき、年度評価における理事の職務に係る担当業務の評定等を用い

て、業績勘案率を1.2と決定した。

副理事
長

法人の長

副理事
長

２０歳 ５６歳２８歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和3年度における主な改定内容

　当法人の職員のうち、語学力や折衝・調整能力に加え、高い専門性が必要な職種について
は、大卒のみならず大学院卒の人材を積極的に確保する必要がある。こうした職種の人材層
は、新卒採用では民間企業、特に総合商社等と、経験者採用では国際機関等と競合してお
り、人材を確保するためには相応の給与水準が必要。上記の特性を勘案しつつも、国家公務
員の給与水準も十分考慮し、職員給与の支給水準を設定している。
  例えば、国家公務員の給与月額は35歳（本府省課長補佐）435,320円、50歳（本府省課長）
749,400円であるのに対し、当法人は35歳（本部主任調査役）410,183円、50歳（本部次長）
678,851円となっている（詳細はⅡ4モデル給与参照）。
  また、2022年度の初任給月額（東京勤務）では、国家公務員では、総合職（大卒_行政職
(一)）232,840円、同（院卒_行政職（一））264,400円（※）、総合商社では、総合職（大卒）
255,000円、同（院卒）290,000円であるのに対し、当法人では、総合職（大卒）212,827円、同
（院卒）225,600円である。

※　令和3年度国家公務員行政職（一）俸給表及び人事院規則に基づき、当機構で算出（「初任給＋地域手当
（20%）＋本府省業務調整手当」）。

　中期計画に基づく毎事業年度の計画の達成状況及び業務実績を踏まえて各職員の人事評
価を実施し、評価結果を賞与及び昇給・昇格に反映している。具体的には以下のとおり。
・1年に一度行われる勤務評価に基づき、翌期の賞与における査定率が適用される。
・1年間の勤務評価が、翌年度の昇給・昇格に反映される。

　独立行政法人国際協力機構職員給与規程及び独立行政法人国際協力機構在外職員等給
与規程に則り、基本給及び諸手当（扶養手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴
任手当、国際緊急援助手当、寒冷地手当、超過勤務手当、宿日直手当、賞与、在勤手当）と
している。
　賞与については、基本給等に応じて定まる額（注1）に支給月数（注2）及び基準日以前6箇月
以内の在職期間に応じた割合及び調整係数を乗じて得た額としている。
　なお、令和3年度では、人事院勧告を参考にしつつ政府方針に従い、俸給表及び年間の賞
与の支給月数を据置きとし、令和3年度の引き下げに相当する0.15箇月については、令和4年
度6月賞与より減額することで調整を行う。

注1：固定賞与基準額は、基本給の月額に100分の60を乗じて得た額及びその額に等級加算
割合を乗じて得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計
額。
　査定賞与基準額は、基本給の月額に100分の40を乗じて得た額及びその額に等級加算割
合を乗じて得た額並びにこれらに対する特別都市手当の月額の合計額。加えて、その者の勤
務評価に応じて定める査定率を乗じる。
注2：実績は、6月は100分の222.5（2.225箇月）、12月は100分の222.5（2.225箇月）

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

990 45.1 8,319 6,049 140 2,270
人 歳 千円 千円 千円 千円

990 45.1 8,319 6,049 140 2,270
人 歳 千円 千円 千円 千円

265 43 12,928 11,297 0 1,631
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 44.7 5,593 4,070 162 1,523
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 44.7 5,593 4,070 162 1,523
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 62.9 4,752 3,530 234 1,222
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 62.9 4,752 3,530 234 1,222
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

事務・技術 該当者なし

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：職種区分のうち、事務・技術以外の職種（研究職種等）については該当する職員がいないため省略した。

常勤職員

事務・技術

うち賞与平均年齢
総額

人員

非常勤職員

在外職員

任期付職員

事務・技術

区分

再任用職員

事務・技術

うち所定内
令和3年度の年間給与額（平均）
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平均
人 歳 千円

169 46.1 9,729

525 41.6 6,374

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57 56.9 56.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43 43.1 43.1

％ ％ ％

         最高～最低 57.1～25 57.1～25 57.1～25

％ ％ ％

59.4 59.1 59.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.6 40.9 40.7

％ ％ ％

         最高～最低 54.5～25 57.1～25 55.9～25

②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
なお、国の平均給与額には、国家公務員高卒者試験の採用者も含み、指定職（局長等）は含まない。

③

注：本部係員には、役職定年制度により、令和3年4月1日に上位の職位から移行した者も含まれる。

④

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢
最高～最低

賞与（令和3年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

11,483～3,429

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

11,034～6,726

人員

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグルー
プ

　代表的職位
　 ・本部課長
　 ・本部係員

千円

９人

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円

8 ページ



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

1. 在職地域・学歴の構成

※1　国家公務員高卒者試験の採用者も含み指定職（局長等）は含まない。

※2　令和3年 給与公表比較対象者

※3　令和3年 国家公務員給与等実態調査 第10表

※4　令和3年 国家公務員給与等実態調査 第2表

２．高度の専門性及び類似業務の給与水準

　比較対象の国家公務員行政職（一）適用者※1に比べ、都市部在職者及び大学卒以上の
者の比率が高く、対国家公務員指数は115.5と高くなっている。

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域・学歴勘案　　　　101.4

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 115.5

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　開発途上国が抱える問題の分析、プロジェクトの企画・審査、開発途上国政府との交渉や
国際機関との連携・人事交流、日本政府の政策や戦略の実現に向けた多岐にわたる関係
者との調整等を担うため、当法人の職員には修士や博士の学位取得者が一般的である国
際機関職員と同様、高いレベルでの折衝・調整能力、専門性、そして語学力が求められて
いる。そのため当法人の大学院卒以上の者の人数は700人以上（全職員数の3割以上）であ
る。また、令和3年度新卒採用職員のTOEIC平均スコアは884と高いレベルとなっている。こ
うした中核的な人材は、新卒採用では総合商社や金融機関等と、経験者採用では国際機
関等と競合していることから、人材確保のために合理的な給与水準とする必要がある。

３．援助機関としての職員構成

内容

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　112.1

　国際機関や他国援助機関においては、援助の実施にあたり高度な専門性が必要とされる
ことから、職員全体のうち8割以上を相対的に給与水準が高い専門職員が占め、定型業務
やアナリスト等が行う専門的なサポート業務については、コンサルタント等の外部人材を積
極的に活用している。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　104.0

項目

９人

最終学歴別人員構成比

当法人 国※4

大学卒以上 92.6% 60.4%

短大卒 5.2% 12.6%

高校卒 2.2% 26.9%

中学卒 0.0% 0.0%

地域手当支給区分別人員構成比

支給区分 当法人の事業所の所在地 当法人※2 国※3

1級地 東京都特別区 86.4% 32.5%

2級地 横浜市、つくば市 2.9% 6.8%

3級地 名古屋市 1.2% 7.9%

4級地 神戸市 2.2% 2.1%

5級地 0.0% 8.3%

6級地 仙台市、高松市 1.4% 8.4%

7級地 札幌市、金沢市、北九州市、東広島市 4.0% 10.8%

非支給地 帯広市、二本松市、駒ケ根市、浦添市 1.9% 23.2%
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（法人の検証結果）

（参考）

４　モデル給与

（扶養親族がいない場合）

○22歳（本部大卒初任給） （注1,注2）

月額 212,827円 年間給与  3,162,396円

○35歳（本部主任調査役）　（注1）

月額 410,183円 年間給与　6,796,781円

○50歳（本部次長）

月額 678,851円 年間給与 11,252,142円

注2：　6月賞与に期間率が乗ぜられることを前提に試算

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　勤務地限定制度、職務限定制度、役職定年制度の着実な運用により、給与水準の適正
化が進展していることを確認した。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 58.44%
（国からの財政支出額　151,650,827千円、支出予算の総額　259,486,427千円：令和3年度
予算）
【支出総額（令和3年度決算）に占める給与・報酬等支給総額の割合】
6.12%
（支出総額292,781,775千円、給与・報酬等支給総額 17,920,477千円）

【累積決算額について】
累積欠損額0円（令和2年度決算）

注1：　扶養親族がいる場合は、非管理職（役職定年後の職員及び再任用職員を除く）に限り、扶養手当（配
偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給

　中期計画に基づく毎事業年度の計画の達成状況及び業務実績を踏まえて各職員の人事評価を実施し、評
価結果を賞与及び昇給・昇格に反映しており、今後も見直しの予定はない。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置

　勤務地限定・職務限定制度の採用に加え、役職定年制度の導入等による職員構成の見
直しを進めた結果、第二期中期計画の最終年度（平成23年度）までの目標（年齢・地域・学
歴勘案109.8）を平成22年度に達成した。第三期中期計画期間（平成24年度～平成28年
度）にかけて、対国家公務員指数が100前後で安定的に推移しており、第四期中期計画期
間の平成29年度～令和3年度においても概ね同水準であることから、引き続き職員構成等
に留意し、年齢・地域・学歴補正後の対国家公務員指数を適正な水準にするよう努める。

　当法人は政府開発援助の実施機関であり、財政支出の割合が高いことから、給与水準に
ついては人事院勧告を踏まえたものとしている。国家公務員に比べ、都市部在勤者及び大
卒者以上（特に対国家公務員指数の計算上勘案されない大学院修了者）の割合が高いも
のの、勤務地限定・職務限定制度、役職定年制度の導入による職員構成の見直し等を引き
続き実施した結果、年齢・地域・学歴勘案指標は101.4を実現している。

（主務大臣の検証結果）
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Ⅲ　総人件費について

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 2,958,790 3,036,448 3,056,996 3,103,536 3,143,300
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

令和3年度においては、人事院勧告を参考にしつつ、月例給及び年間の賞与の支給月数は据置きとしたが、
定数増等の要因により、給与、報酬等支給総額が増加した。また、上記のとおり給与、報酬等支給総額が増
加となったことにより、法定福利費等も増加し、最広義人件費も対前年度で増加した。

特になし

注1: 第四期中期目標の開始年度は平成29年度。令和3年度は第四期中期目標の最終年度にあたる。
注2：福利厚生費には、社会保険料等の法定福利費に加え、法定外福利費を含んでいるため、財務諸表の附属明細
書「役員及び職員の給与明細」の数字とは一致しない。

23,486,537

福利厚生費

最広義人件費

1,394,789
非常勤役職員等給与

704,091 859,943 1,033,411 1,323,653

928,602 1,285,022 1,301,902 1,345,324 1,027,971

17,920,477

23,415,962 23,266,73823,088,14122,213,816

退職手当支給額

区　　分

給与、報酬等支給総額
17,622,333 17,906,728 18,023,653 17,494,225
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